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緊急事態宣言解除後の行事・健診の動向について 

　5月14日に緊急事態宣言が解除されまして、新しい生活様式の模索が始まってお
ります。歯科においても必要な受診を控えないように日歯県歯から新聞広告もさ
れ、感染予防に留意しながら日々の診療をお願いいたします。以下、行事・健診に
ついて、これまでの連絡と重複するところもありますが整理して列挙します。 

◾やつしろ歯の祭典(5/30)は中止です。 

◾賀寿の会(6/6)は延期します。 
　　　　お祝いの先生方をはじめ、諸先生方のご意見をお聞きしましたが 
　　　なかなか結論には至っておりません。 
　　・年内に祝宴を開催できる状況にならない場合は中止か 
　　・八代宮祈願祭だけを少人数(執行部三役+お祝い希望者)で行うかどうか 
◾定時総会(6月末)については日時場所と方法(書面議決等)について検討中です。 
　　　　6月3日の理事会で決めて通知する予定にしております。 
　　・懇親会の来賓への中止連絡は済んでいます。 
　　・書面議決と対面議決を希望により選択できるようにするかどうか 
　　・6/27(土)15時ロイヤル→6/26(金)19時半センターにするかどうか 
◾ 大部分の学校健診(幼小中高)は2学期に延期になっております。 
　　・保育園に関しては、園と園医で決めてください。 
◾乳幼児健診の再開ついて 
　　【八代市】出務時刻13:20 
　　・1歳半・3歳児については5/28より再開、2歳児は再開せず。 
　　・4月に休止した7先生のうち5先生について6月に計画(個別連絡します)。 
　　・マスク、グローブ(乳幼児全員分)、シールドは保健センターで用意します。 
　　【氷川町】今月より通常通り 
◾ 診療所受診の妊婦健診・後期高齢者歯科口腔健康診査(7月より)は通常通り。


